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問　
西
明
石
活
性
化
に
向
け

た
取
り
組
み
の
進
ち
ょ
く

状
況
に
つ
い
て
問
う
。

答　
本
市
と
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
、

協
定
を
締
結
し
、
西
明
石

駅
お
よ
び
駅
周
辺
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
や
市
民
交
流
機
能
の

向
上
な
ど
、
快
適
な
ま
ち

づ
く
り
を
連
携
し
て
進
め

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
、
六
甲

問　
明
石
公
園
は
、
本
市
の

象
徴
で
あ
り
、
市
民
の
憩

い
の
場
で
あ
る

が
、
県
立
の
公

園
で
あ
る
た
め
、

敷
地
内
に
あ
る

県
立
図
書
館
の

移
転
や
樹
木
の

伐
採
等
に
関
し

て
、
本
市
は
何

も
で
き
な
い
。

　
公
園
の
施
設
整

備
に
市
民
の
意

向
を
反
映
さ
せ

る
た
め
に
は
、

　
県
に
市
立
化
の

問　
国
民
健
康
保
険
料
の
均

等
割
は
、
所
得
の
な
い
子

ど
も
を
含
め
家
族
が
増
え

る
と
負
担
が
増
え
る
仕
組

み
で
あ
る
。
令
和
４
年
４

月
か
ら
未
就
学
児
の
保
険

料
の
均
等
割
を
５
割
軽
減

す
る
国
の
制
度
が
始
ま
る

が
、
子
育
て
支
援
に
力
を

入
れ
て
い
る
本
市
と
し
て
、

軽
減
の
対
象
を
高
校
生
ま

で
拡
充
で
き
な
い
か
。

答　
本
市
が
独
自
に
国
民
健

康
保
険
料
の
均
等
割
の
軽

減
対
象
を
高
校
生
ま
で
拡

充
す
る
た
め
に
は
、
二
つ

の
課
題
が
あ
る
。
一
つ
目

は
、
国
民
健
康
保
険
の
加

入
者
の
減
少
に
よ
り
保
険

料
収
入
が
減
少
す
る
一
方
、

１
人
当
た
り
の
医
療
費
の

増
加
な
ど
に
よ
り
国
民
健

康
保
険
事
業
の
収
支
が
実

質
赤
字
で
あ
る
こ
と
。
二

つ
目
は
、
財
政
運
営
の
責

任
主
体
が
都
道
府
県
に
移

行
し
た
こ
と
に

よ
り
市
の
権
限

や
役
割
が
変
わ

り
、
市
の
裁
量

で
対
応
で
き
る

状
況
に
な
い
こ

と
で
あ
る
。

　
  

国
民
健
康
保

険
料
の
均
等
割

は
、
少
子
化
に

逆
行
し
た
政
策

で
あ
る
た
め
、

全
国
市
長
会
等

を
通
じ
て
国
に

改
善
を
訴
え
て

き
た
経
緯
が
あ
り
、
今
回

の
均
等
割
の
減
額
は
、
全

国
的
な
声
の
高
ま
り
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
今
後
も

要
望
を
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
市
の
見
解
を
問
う
。

答　
明
石
公
園
は
、
１
９
１

８
年
の
開
設
か
ら
県
が
管

理
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

他
市
の
事
例
で
は
、
城
の

あ
る
歴
史
公
園
の
９
割
が

市
立
の
公
園
で
あ
り
、
本

市
と
し
て
は
、
市
が
管
理

運
営
す
る
方
が
自
然
と
考

え
る
。
し
か
し
、
市
立
化

す
る
場
合
に
は
、
相
当
の

財
政
負
担
も
伴
う
た
め
、

市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る

か
ど
う
か
が
重
要
と
な
る
。

問　
市
長
が
発
信
す
る
私
的

な
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
市
内
企

業
の
課
税
額
が
投
稿
さ
れ

た
。
地
方
税
法
第
22
条
で

は
、
市
長
を
含
む
徴
税
吏

員
に
守
秘
義
務
を
課
し
て

い
る
が
、
こ
の
投
稿
は
こ

れ
に
違
反
し
な
い
の
か
。

他
の
企
業
か
ら
、
市
長
の

考
え
に
沿
わ
な
い
場
合
、

税
情
報
を
全
世
界
に
公
開

さ
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い

う
不
安
の
声
も
あ
る
。
今

回
の
税
情
報
の
資
料
は
、

誰
の
指
示
、
何
の
目
的
で

作
成
さ
れ
た
の
か
。ま
た
、

企
業
の
許
可
を
得
て
い
る

の
か
。
市
長
に
問
う
。

答　
税
情
報
に
関
す
る
資
料

の
作
成
は
、
市
長
で
あ
る

私
が
指
示
を
出
し
た
。
当

該
企
業
が
有
名
な
大
企
業

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
人
税
割
の
支
払
い
が
な

い
状
況
が
続
い
て
お
り
、

そ
の
事
実
確
認
を
す
る
た

め
で
あ
る
。
当
該
企
業
と

は
、
こ
れ
ま
で
意
見
交
換

の
経
緯
も
あ
り
、
市
長
と

し
て
透
明
性
の
確
保
や
、

工
場
緑
地
の
在
り
方
を
考

え
る
際
に
、
影
響
力
の
あ

る
企
業
の
本
市
に
対
す
る

貢
献
度
を
伝
え
る
こ
と
は
、

公
益
性
が
高
い
と
判
断
し

投
稿
し
た
が
、
当
該
企
業

の
許
可
は
得
て
い
な
い
。

　
　
今
回
の
件
は
、
法
律
に

違
反
し
な
い
と
考
え
て
い

る
が
、
税
情
報
は
慎
重
に

取
り
扱
う
べ
き
で
あ
り
、

投
稿
は
削
除
し
た
。以
後
、

気
を
付
け
た
い
。

バ
タ
ー
工
場
跡
地
に
新
た

な
改
札
口
と
駅
ビ
ル
を
建

設
し
、
市
は
、
駅
前
広
場

と
幅
16
メ
ー
ト
ル
の
ア
ク

セ
ス
道
路
を
整
備
す
る
と

と
も
に
、
南
畑
踏
切
の
歩

道
橋
化
な
ど
を
実
施
す
る

予
定
だ
。

　
　
現
在
、
市
は
ア
ク
セ
ス

道
路
周
辺
の
地
権
者
へ
計

画
概
要
の
個
別
説
明
を
行

っ
て
い
る
。
南
畑
横
断
歩

道
橋
に
つ
い
て
は
、
令
和

５
年
12
月
の
完
成
を
目
指

し
、
24
人
乗
り
の
大
型
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
を
併
設
し
た

も
の
に
す
る
。

　
　
市
民
サ
ー
ビ
ス

向
上
の
た
め
の
公

共
施
設
に
つ
い
て

は
、
整
備
場
所
や

機
能
等
の
課
題
を

整
理
し
、
Ｊ
Ｒ
西

日
本
の
社
宅
跡
地

利
用
方
針
と
の
調

整
も
図
り
な
が
ら

検
討
し
て
い
る
。

ま
た
、
旧
国
鉄
清

算
事
業
団
用
地
の

活
用
な
ど
、
地
域
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西
明
石
駅
周
辺
の
活
性
化

　
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
の
協
定
に
基
づ
き

市
は
駅
前
広
場
と
ア
ク
セ
ス
道
路
を
整
備

新たな改札口と駅ビルを建設

子どもの保険料の軽減を

守秘義務違反ではないか
市内企業の課税額を　　

　　　市長がツイッターに投稿

県からの明石公園の移管
市民の理解は得られるのか

知事との協議も必要

国
民
健
康
保
険
料
の
均
等
割

４
月
か
ら
未
就
学
児
は
５
割
軽
減

高
校
生
ま
で
拡
充
で
き
な
い
か

明石公園は市民の憩いの場

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
い
う
信
じ
難

い
ニ
ュ
ー
ス
が
、
世
界
を
震し
ん

撼か
ん

さ
せ
ま
し
た
。
ど
ん

な
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
武
力
行
使
は
容
認
で
き
ま
せ

ん
。
明
石
市
議
会
に
お
い
て
も
、
全
会
一
致
で
抗
議

声
明
を
議
決
し
ま
し
た
。

　

社
会
性
は
、
幼
い
頃
か
ら
他
者
と
の
関
わ
り
の
中

で
培
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
子
ど
も
に
対
し
「
意
に

反
す
る
相
手
に
は
武
器
を
持
っ
て
あ
ら
が
っ
て
よ
い
」

と
は
教
え
ま
せ
ん
。
主
張
し
、
時
に
は
折
り
合
い
を

つ
け
な
が
ら
も
相
手
へ
の
思
い
や
り
を
学
ん
で
ほ
し

い
。
子
に
寄
せ
る
親
の
思
い
は
、
た
と
え
国
が
違
っ

て
も
同
じ
だ
と
信
じ
ま
す
。

　
世
の
中
は
多
様
性
に
溢
れ
て
い
ま
す
。多
様
な
人
々

に
よ
る
、
相
互
理
解
へ
の
絶
え
間
な
い
努
力
に
よ
っ

て
平
和
は
保
た
れ
る
こ
と
を
、
い
ま
一
度
私
た
ち
は

心
に
刻
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

の
活
性
化
に
つ
な
が
る
取

り
組
み
に
つ
い
て
も
土
地

の
権
利
関
係
の
調
整
を
進

め
な
が
ら
課
題
を
整
理
し

て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

現
時
点
で
市
と
し
て
の
方

向
性
を
示
す
こ
と
は
難
し

い
が
、
選
択
肢
の
一
つ
と

し
て
、
庁
内
で
の
検
討
を

始
め
て
い
る
。

　
　
な
お
、
県
は
、
行
財
政

改
革
に
取
り
組
む
こ
と
を

明
確
に
し
て
お
り
、
明
石

公
園
に
つ
い
て
は
、
予
算

を
か
け
な
い
方
向
で
動
い

て
い
る
印
象
が
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
市
と
県

の
関
係
は
大
変
重
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
兵

庫
県
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
知

事
と
協
議
し
、
明
石
公
園

の
課
題
に
つ
い
て
整
理
を

始
め
た
い
。

子
ど
も
に
係
る
保
険
料
等

の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
制

度
を
拡
充
す
る
よ
う
、
国

に
要
望
し
て
い
き
た
い
。

令和３年　明石市議会の会期および議決事項件数

区　　分
開
会
日

閉
会
日

会
期
日
数

市長提出議案 議員・委員会
提出議案

条
　
例

予
　
算

決
　
算

契
　
約

人
　
事

そ
の
他

計
修正動議 提

出
数

可
決
数

修
正
可
決
数

否
決
数

そ
の
他

提
出
数

可
決
数

可
決
数

１月臨時会 1/18 1/19 2 － 1 － － － － 1 1 － － － － － － －
第１回定例会
３月議会 2/19 3/24

131

17 22 － 1 2 4 46 46 － － － － － 2 2
第１回定例会
４月議会 4/20 4/21 － 1 － － － － 1 1 － － － － － － －
第１回定例会
５月議会 5/14 5/14 － － － － 2 － 2 2 － － － － － 1 1
第１回定例会
６月議会 6/7 6/29 4 3 － 3 1 8 19 18 1 － － － － 1 1

８月臨時会 8/11 8/12 2 － １※1 － － － － １※1 － － － － － － － －
第２回定例会
９月議会 9/7 10/13

106
7 2 12 1 4 2 28 23 － 4 １※2 1 － － －

第２回定例会
12月議会 11/29 12/21 4 6 － － － 1 11 11 － － － 1 － 2 2

計 241 32 36 12 5 9 15 109102 1 4 1 2 0 6 6
※1　８月12日市長専決処分により審査不要となる。  ※2　一時不再議に該当するため、本会議には上程せず。


